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○養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金交付要綱 

平成24年５月21日 

告示第78号 

改正 平成25年３月29日告示第64号 

平成27年３月17日告示第75号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、特定非

営利活動促進法（平成10年法律第７号。以下「法」という。）の規定に基づく法

人（以下「NPO法人」という。）が、設立後における当該NPO法人の社会的信用を

高め、継続的かつ安定的な活動と自立を促進するため、初期活動に要する経費に

対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、養老町補助金交付規

則（平成元年養老町規則第２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当するNPO法人とする。 

(1) 町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動し、今後も引き続き町内で活動

を行う予定の団体であること。 

(2) 役員の２分の１以上が町内に住所を有する者であること。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、NPO法人の

登記完了後３年度以内（登記完了した年度を含む。）における当該NPO法人の初期

活動に要する経費のうち、別表に定めるものとする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全額とし、１年度につき10

万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、こ
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れを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとするNPO法人の代表者は、養老町特定非営利活動

法人初期活動支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添

えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（別紙１） 

(2) 事業計画スケジュール（別紙２） 

(3) 事業収支計画書（別紙３） 

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金

を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、養老町特

定非営利活動法人初期活動支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号。以下「交

付決定通知書」という。）により通知する。 

（事業計画の変更） 

第７条 前条の規定により通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事

業計画の変更又は中止しようとするときは、養老町特定非営利活動法人初期活動

支援事業補助金（変更・中止）承認申請書（様式第３号）を提出し、町長の承認

を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。 

２ 町長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、承認又は

不承認を決定し、養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業計画（変更・中止）

承認（不承認）通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（補助金の概算払） 

第８条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、

補助金の概算払をすることができる。 
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２ 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、養老町特定

非営利活動法人初期活動支援事業補助金概算払申請書（様式第５号）を町長に提

出しなければならない。 

３ 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の概算払を認

めたときは、養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金概算払決定通知

書（様式第６号）により通知する。 

（状況報告等） 

第９条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事

業の実施状況について報告を求めることができる。 

（実績報告） 

第10条 補助事業者は、補助金の交付の対象となる事業の完了の日から起算して30

日が経過する日又は当該交付の決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれ

か早い期日までに、養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金実績報告

書（様式第７号。以下「実績報告書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、

町長に提出しなければならない。 

(1) 活動報告書（別紙４） 

(2) 事業収支決算書（別紙５） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、

事業が適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、養老

町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金額確定通知書（様式第８号）によ

り通知する。 

（補助金の交付請求） 

第12条 前条に規定する確定通知又は第８条の規定により補助金の概算払の通知を
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受けた補助事業者は、養老町特定非営利活動法人初期活動支援事業補助金交付請

求書（様式第９号）により、町長に補助金を請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものと

する。 

（概算払の精算） 

第14条 補助金の概算払を受けた補助事業者は、第11条に規定する確定通知の受理

後、その確定通知に基づき、当該年度の補助金を速やかに精算しなければならな

い。 

２ 前項に規定する精算の結果、既に交付を受けた補助金の額が確定額を超えると

きは、その差額を速やかに町に返還しなければならない。 

（書類、帳簿等の整備及び保存） 

第15条 第13条の規定により補助金の交付を受けた補助事業者は、交付された補助

金に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、補助金の交付を受

けた年度の翌年度以後５年間保存しなければならない。 

（委任） 

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、平成30年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（平成25年３月29日告示第64号） 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月17日告示第75号） 



5 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

区分 主なもの 

報償費 講師、専門家への謝礼 

旅費 講師の交通費及び宿泊費等 

需用費 消耗品費、印刷製本費等（食糧費は補助対象事業に不可欠とさる

ものに限る。） 

役務費 通信運搬費、保険料、翻訳料等 

使用料及び賃借料 会場使用料、機械器具の借上料及び通行料金 

備品購入費 購入価格がおおむね２万円を超えるものの購入費（補助対象事業

に不可欠とされるものに限る。） 

その他の経費 その他町長が必要と認める経費 

備考 次の経費は、補助対象経費としない。 

１ NPO法人の構成員に対する人件費、謝礼、旅費及び食糧費 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第10条関係） 

様式第８号（第11条関係） 

様式第９号（第12条関係） 


